
川崎都市計画メールマガジンのご案内

川崎市では、都市計画手続やまちづくりに関する意見交換などのお知ら

せについて、市ホームページをはじめ、市政だより、掲示物等でお知らせしてい

るほか、御希望される方に川崎都市計画メールマガジンを配信しています。

受付でお配りいたしました、『川崎都市計画素案説明会等のお知らせ』裏

面にメルマガ登録二次元コードを掲載しておりますのでご覧ください。

メルマガ登録二次元コード
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川崎都市計画素案説明会
川崎都市計画下水道の変更（第１号公共下水道）

日時：令和８年３月１８日（水）午後７時～午後８時３０分
場所：川崎市本庁舎２階ホール

川崎都市計画下水道の変更
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説明の流れ 川崎都市計画下水道の変更

１ 周辺の概況

２ 老朽化対策について

３ 都市計画素案

４ 今後の都市計画手続
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１ 周辺の概況

（１） 周辺の状況
（２） これまでの経緯
（３） 上位計画等の位置づけ
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（１） 周辺の状況 川崎都市計画下水道の変更
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入江崎水処理センター

渡田ポンプ場
観音川ポンプ場

大島ポンプ場

東京大師横浜線
横浜羽田空港線

武蔵小杉駅

京町ポンプ場

東日本旅客鉄道
南武線支線 川崎駅



（２） これまでの経緯 川崎都市計画下水道の変更

昭和３２年３月 都市計画決定「入江崎水処理センター、大島ポンプ場、
渡田ポンプ場、京町ポンプ場、観音川ポンプ場、
汚水遮集」

昭和３６年９月 入江崎水処理センター・大島ポンプ場の供用開始

昭和３９年６月 渡田ポンプ場の供用開始

昭和４２年８月 京町ポンプ場の供用開始

昭和４３年８月 観音川ポンプ場の供用開始

現状
（令和６年度末時点）

凡例

汚水遮集管

観音川
ポンプ場

渡田
ポンプ場

京町
ポンプ場

入江崎
水処理センター

大島
ポンプ場

５８年
経過

６１年
経過

６４年
経過

５７年
経過
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• 本市がめざす都市像やまちづくりの基本目標

を定めたもの

• 下水道の管きょ・施設の老朽化対策などの

推進を位置づけている

川崎市総合計画
第３期実施計画（令和４年３月策定）
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上位計画

（３） 上位計画等の位置づけ 川崎都市計画下水道の変更

川崎市総合計画



• 広域的・根幹的な都市計画に関する基本的

な方針を定めるもの

• 地域の発展の動向や、将来の見通し等を

勘案して、長期的な視野に立った本市の

将来都市像の実現に向け、その道筋を

明らかにしようとするもの

• 下水道については、老朽化した管きょの

再整備などを進めることとしている

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（令和７年３月策定）
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上位計画

（３） 上位計画等の位置づけ 川崎都市計画下水道の変更

整備、開発及び保全の方針



• 本市の都市計画に関する基本方針を示すもの

• 下水道については、計画的な維持管理や

老朽化した下水道の管きょの再整備などを

進めることとしている

都市計画マスタープラン全体構想（平成29年３月改定）
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上位計画

（３） 上位計画等の位置づけ 川崎都市計画下水道の変更

都市計画マスタープラン



• 将来にわたり本市の上下水道事業を持続し、

次世代に発展的につないでいくための指針と

なる長期展望

• 上下水道ビジョンの実現に向けた実施計画

• 下水道の管きょ・施設の老朽化対策や、浸水

対策などを進めることとしている

川崎市上下水道ビジョン（２０１７～２０２５）
川崎市上下水道事業中期計画（２０２２～２０２５）
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上位計画

（３） 上位計画等の位置づけ 川崎都市計画下水道の変更

川崎市上下水道ビジョン

川崎市上下水道事業中期計画



２ 老朽化対策について

（１） 下水道の概要
（２） 老朽化対策の概要
（３） 入江崎統合幹線事業の計画概要
（４） スケジュール
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（１）下水道の概要 川崎都市計画下水道の変更

（出典：川崎市WEBページ https://www.city.kawasaki.jp/800/page/0000083189.html に加筆修正）

◆ 下水道は、排水区域内で発生する下水を、下水管きょにより自然流下で集め、
水処理センターで処理し、河川や運河に放流しています。

◆ 下水管きょは、下水を効率的に流すため、勾配を付けて徐々に深くなるよう
設置しています。

◆ 平坦な地域などで、下水管きょの設置位置がとても深くなった場合、中継
ポンプ場を設置し、下水を汲み上げ（揚水）、水処理センターへ流しています。

中継
ポンプ場

揚
水

汚水
ポンプ

水処理センター

放流
河川
運河

排水区域

下水管きょ 汚水遮集管

イメージ
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観音川
ポンプ場

渡田
ポンプ場

京町
ポンプ場

入江崎
水処理センター

大島
ポンプ場

（２） 老朽化対策の概要 川崎都市計画下水道の変更

現状

更新後
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緑色着色部
入江崎統合幹線内に
汚水遮集管を設置する区間

凡例

汚水遮集管

観音川
ポンプ場

渡田
ポンプ場

京町
ポンプ場

入江崎
水処理センター

大島
ポンプ場

凡例

汚水遮集管
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（２） 老朽化対策の概要 川崎都市計画下水道の変更

都市計画に定める管きょ（1,000ha以上の排水区域を担う管きょ）

※２：入江崎統合幹線によって流下した汚水と雨水を、入江崎水処理センターの水処理施設に送水するための施設
（出典：「重点化地区（川崎区）の浸水対策について」令和6年度2月10日環境委員会 所管事務の調査（報告）資料）

※2



（３）入江崎統合幹線事業の計画概要 川崎都市計画下水道の変更
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観音川地区

大島地区

京町・渡田地区

京町
ポンプ場

大島
ポンプ場

観音川
ポンプ場

凡例

入江崎統合幹線及び

同幹線に内挿する汚水
遮集管

雨水導水管

汚水遮集管
ポンプ場

大島系送水ポンプ棟※2

（入江崎水処理センター内）

渡田
ポンプ場

⚫ 入江崎統合幹線 内径φ4.5ｍ、延長 約5km
⚫ 雨水導水管                 内径φ2.0ｍ～3.5ｍ、総延長 約5ｋｍ
⚫ 汚水遮集管 内径φ0.9ｍ～1.6ｍ、総延長 約4ｋｍ
⚫ 大島系送水ポンプ棟 面積1,600m2程度、地下30ｍ程度

※１：今後の設計により、内径等については見直す場合があります。
※２：入江崎統合幹線によって流下した汚水と雨水を、入江崎水処理センターの水処理施設に送水するための施設
（出典：「重点化地区（川崎区）の浸水対策について」令和6年度2月10日環境委員会 所管事務の調査（報告）資料）

図 入江崎統合幹線の構造（イメージ）

※２

汚水遮集管

【計画概要】※1
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（４） スケジュール 川崎都市計画下水道の変更

施設
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汚水
遮集管

【老朽化対策】

大島系送水
ポンプ棟※1

【老朽化対策】

入江崎
統合幹線
【浸水対策】

工事
入江崎統合幹線内
に設置する区間

工事

工事
入江崎統合幹線外に

設置する区間

工事

供
用
開
始

供
用
開
始

※１：入江崎統合幹線によって流下した汚水と雨水を、入江崎水処理センターの水処理施設に送水するための施設
（出典：「重点化地区（川崎区）の浸水対策について」令和6年度2月10日環境委員会 所管事務の調査（報告）資料）



３ 都市計画素案

第１号公共下水道の変更
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第１号公共下水道の変更 川崎都市計画下水道の変更

都市計画の決定（変更）と下水道事業の関連について

上位計画等（川崎市総合計画、川崎市上下水道ビジョン等）

都市計画法
都市計画の決定（変更）

下水道法
事業計画の策定（変更）

都市計画法
事業認可（変更）

下水道事業の実施
（老朽化対策事業など）

適合



第１号公共下水道の変更

下水道の都市計画の考え方

都市活動を支える上で必要不可欠な施設

積極的に都市計画に定めるべきもの
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川崎都市計画下水道の変更

生活環境の改善

水質の保全 浸水の防除

（出典：「第13版 都市計画運用指針 令和７年３月 国土交通省」）



第１号公共下水道の変更

都市計画に定める下水道（管きょ）について

① 一定の面積以上の排水区域を担う管きょ（目安として1,000ha程度）

② 処理水を放流するための主たる管きょ

河川
・
運河

水処理センター

排水区域

排水区域
1,000ha

処理水
放流

：今回都市計画に定める下水管きょ

①一定の面積以上の排水区域を
 担う管きょ（目安として1,000ha程度）

イメージ

②処理水を放流するための
 主たる管きょ
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川崎都市計画下水道の変更



観音川
ポンプ場

渡田
ポンプ場

京町
ポンプ場

入江崎
水処理センター

大島
ポンプ場

凡例

汚水遮集管（都市計画に定める管きょ※）

汚水遮集管

※1,000ha以上の排水区域を担う管きょ
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第１号公共下水道の変更 川崎都市計画下水道の変更

更新後
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第１号公共下水道の変更 川崎都市計画下水道の変更
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第１号公共下水道の変更 川崎都市計画下水道の変更



24

第１号公共下水道の変更 川崎都市計画下水道の変更



４ 今後の都市計画手続
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都
市
計
画
変
更
の
告
示

都
市
計
画
審
議
会

都
市
計
画
案
の
縦
覧
【２
週
間
】

公
述
意
見
の
要
旨
と

市
の
考
え
方
縦
覧
【１
ヶ
月
間
】

※１ 川崎市民及び利害関係人の方が、本案件に関する事項の都市計画の案に対して、意見書を提出できます。

※１

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

公
聴
会
（ 

令
和
８ 

年 

４ 

月 

20 

日
）

素
案
縦
覧
（ 

令
和
８ 

年 

３
月 

19 

日
～

令
和
８ 

年 

４ 

月 

２
日
）

素
案
説
明
会
（ 

令
和
８ 

年 

３ 

月 

18 

日
）

公述申出書受付
※公述の申し出が
あった場合のみ開催
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今後の都市計画手続（全体の流れ） 川崎都市計画下水道の変更



縦覧場所
○ まちづくり局計画部都市計画課
○ 川崎区役所、田島支所仮庁舎

受付時間
平日 午前８時３０分～午後５時

縦覧期間

令和８年３月19日（木）～
令和８年４月２日（木）

① ② ③

受付時間
平日 午前９時３０分～午後７時
土日・祝日 午前９時３０分～午後５時

○ 川崎図書館

素
案
説
明
会
（ 

令
和
８ 

年 

３ 

月 

18 

日
）

素
案
縦
覧
（ 

令
和
８ 

年 

３ 

月 

19 

日
～

令
和
８ 

年 

４ 

月 

２
日
）

公
聴
会
（ 

令
和
８ 

年 

４ 

月 

20 

日
）

縦覧期間中、「都市計画素案」を市ホームページに掲載します。

川崎市HP＞ 都市計画 手続き中 で検索＞『現在手続き中の都市計画案件』

27

今後の都市計画手続（素案縦覧） 川崎都市計画下水道の変更



申出期間

令和８年３月19日（木）～
令和８年４月２日（木）

申出方法

○書面での提出

・公述申出書を都市計画課へ郵送又は持参
・公述申出書の書式は自由
（氏名、住所、意見の要旨を記載）

・参考書式は縦覧場所又は本市ホームページで

○電子申請

・本市ホームページから申請

公述申し出ができるのは、川崎市民又は
利害関係人の方

② ③

素
案
縦
覧
（ 

令
和
８ 

年 

３ 

月 

19 

日
～

令
和
８ 

年 

４ 

月 

２
日
）

素
案
説
明
会
（ 

令
和
８ 

年 

３ 

月 

18 

日
）

公
聴
会
（ 

令
和
８ 

年 

４ 

月 

20 

日
）
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今後の都市計画手続（公述の申し出） 川崎都市計画下水道の変更

①



公述の申し出があった場合のみ開催

公聴会

日時：
令和８年４月20日（月）

午後７時～
場所：

川崎市役所本庁舎１階
101・102会議室

・申出多数の場合抽選（定員１０名）
・公述はおひとり１５分以内
・開催しない場合は4月13日(月)頃までに
本市ホームページ及び縦覧場所に掲示

公
聴
会
（ 

令
和
８ 

年 

４ 

月 

20 

日
）

素
案
縦
覧
（ 

令
和
８ 

年 

３ 

月 

19 

日
～

令
和
８ 

年 

４ 

月 

２
日
）

素
案
説
明
会
（ 

令
和
８ 

年 

３ 

月 

18 

日
）

① ② ③
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今後の都市計画手続（公聴会） 川崎都市計画下水道の変更



公述人

公述の申出をされた方は都市計画素案に対する

ご意見を述べることができます。

※傍聴もできます
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公聴会の様子 川崎都市計画下水道の変更
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今後の都市計画手続 川崎都市計画下水道の変更
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